
■位置付けフロー図

国土利用計画
浜松市計画

（国土利用計画法第８条）

（H22.7公表）

浜松市総合計画
（基本構想）

（地方自治法第２条）

分野別のﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

国土形成計画
（国土総合開発計画）
（国土形成計画法第６条）
一全総S37・新全総S44
三全総S52・四全総S62

五全総H10

即する

国土利用計画全国計画
（国土利用計画法第５条）

S51策定・S60改定・H7改定・

H20.7.4第4次閣議決定

国土利用計画県計画
（国土利用計画法第７条）
S51策定・S61改定H7改定・
第4次計画 H20.3決定

H20.7.11公表

県総合計画

一体のものとして作成

土地利用基本計画
（H20～）

意見等

基本とする

基本とする

基本とする

個別規制法

調 整

国土利用計画法
（S４９．６．２５ 法９２）
基本理念：法第２条

国土形成計画法
（国土総合開発法）

（H１７．７．２９ 法８９）
基本理念：法第３条

旧１２市町村国土利用計画

尊 重

市町村計画策定の効果

①土地利用に対する規制・誘

導の行政上の指針となる。

②作成過程を通じた地域住民

の意向を反映できる。

③個別法の基づく諸計画や市
長が県知事に意見を述べる

場合の根拠となる。

即する

・都市計画
・農振計画
・森林計画
・公園計画
・自然環境保全計画

等

・都市計画法
・農振法
・森林法
・自然公園法
・自然環境保全法

国土利用計画浜松市計画


